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東北地方太平洋沖地震に係る修学支援について（要請） 
 
 公立大学においては、東北地方太平洋沖地震により被災した学生の修学支援

を行うため、あくまで各公立大学の判断となりますが、可能な限り「公立大学

協会東北地方太平洋沖地震に係る修学支援要領」に沿って科目等履修生の受け

入れに関する特例措置をとられるよう要請致します。 
 また、各公立大学に在籍する学生が被災し、本特例措置によって支援を受け

る場合には、取得した単位が卒業単位として認定できるよう、被災学生が在籍

する大学において、単位認定の基準の弾力的な対応を行うよう合わせて要請致

します。 
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（理事会決定） 

平成 23 年 3 月 28 日 
 

公立大学協会 東北地方太平洋沖地震に係る修学支援要領 
 
１ 趣旨 
 この修学支援は、東北地方太平洋沖地震により被災した学生の修学支援を行

うため、特例措置として、一定の年限を定めて科目等履修生を受け入れるもの

である。 
 
２ 支援措置の内容 
（１）対象者 
  被災した世帯の学生 
（２）願書受付締切日 
  平成 23 年の前期については少なくとも 4 月末まで行う 
（３）選考 
  書類選考により選考を行うものとする。 
（４）入学試験料・履修料等 
  入学試験料、入学料及び科目等履修料については免除する。 
（５）履修制限 
  基本的に履修制限を設けず、履修単位数の上限については大学の判断にお

いて定める 
（６）受入定員 
  各大学が個別に定める。 
 
３ 支援措置の周知 
 各大学のホームページのほか、公立大学協会のホームページによる。 
 

 

 



東北地方太平洋沖地震に係る修学支援について（イメージ）

単位認定基準の弾力的な
対応を呼びかける

単位を付与

○被災した学生を一定の年限を定め、履修料免除で科目等履修生として受け入れる（在籍大学を休学しない）もの。
○この特例措置のモデルとして公立大学協会で修学支援要領を作成し、会員の公立大学に支援を呼びかける。
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公立大学協会東北地方太平洋沖地震に係る修学支援要領

（モデルであり、各公立大学実施及び実施する方法は各大学が定める）

(1) 被災した世帯の学生が対象
(2) 平成23年前期願書受付締切は、少なくとも4月末まで行う
(3) 書類選考により選考を行う
(4) 入学試験料、入学料及び科目等履修料は免除
(5) 基本的に履修制限を設けず、単位数の上限は各大学が判断
(6) 受入定員は各大学が定める

科目等履修生として
受け入れを要請

ホームページ等にて周知

取得単位の卒業単位としての認定については個別協議が必要

被災学生

取得単位

科目等履修生

を受け入れる

公立大学

避難・復帰
（在籍のまま、休学しない）

被災学生の

在籍する

大学等

公立大学協会
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